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用途規制緩和に関する要望について 
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報告事項

工業専用地域における規制の現状と
令和6年12月に受けた
用途規制緩和に関する要望について
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１．工業専用地域における規制の現状について

【面積】

行政区域 11,094ha

都市計画区域 9,311ha

用途地域 1,873ha (うち 工業専用地域 約253ha)
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１．工業専用地域における規制の現状について

【都市計画の変遷】

・燕市の工業専用地域は旧燕市におい
て昭和48年8月に、旧吉田町では平成
10年4月にそれぞれ最初の決定がな
され、現在に至っています。

・いずれも指定以降の変更はありません。

【用途地域指定の経緯】

・旧燕市では産業発展に伴う工業人口
の拡大と各種工場の急激な建設需要
の高まりにより、現在の工業団地周辺
への工場移転が始まっていたこと
・市街地の家内工業や規模の大きい工
場と住宅の近接による公害が問題視さ
れていたこと
・工業団地として、工場の集団化による
更なる工業の活性化及び効率化を図る
ため、インフラ整備などの支援と移転誘
導を推進していたこと

以上のことから、市街地と距離があり、
すでに工場の進出が進んでいた当該
地区を工業専用地域に指定し、工業の
利便増進に努めてきました。

・旧吉田町でも昭和46年の「工業立
町」宣言以降工業団地の造成・企業誘
致を進めてきました。

旧市町境
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１．工業専用地域における規制の現状について

用途地域とは
計画的な市街地を形成するために、用途に応じて分けられた13種類の地域です。（H30年に田園住居地域が追加）
指定された地区に応じて建てられる建築物等の種類や大きさなどが制限されています。
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１．工業専用地域における規制の現状について

工業専用地域とは
都市計画法による用途地域の一つで、工業の利便を増進するために定める地域です。
そのため、どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
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２．用途規制緩和に関する要望について

◆要望の要旨

提 出 日：令和6年12月17日

要 望 者：① 燕商工会議所・つばめ商工会・日本金属洋食器工業組合

・日本金属ハウスウエア工業組合・協同組合つばめ物流センター 5団体による連名
② 旧小池工業団地組合企業 18社による連名

要望内容：近年注目を集める産業観光を積極的に推進していくにあたり、用途地域の建築規制
により思うような事業活動が行えないため、内容を見直してほしい。

[別添資料_要望書］

◆要望に対する市の方向性

できるだけ現状の用途地域に影響しない形で、課題解決に向けた方策を前向きに検討していく。

今後、規制緩和に向けた方策について検討を進めます。
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２．用途規制緩和に関する要望について

①用途地域変更

現在の「工業専用地域」から「工業地域」に変更することで、店舗等の建築が可能となる一方で、
緩和の必要性がない住宅等の建築も可能となります。また、環境基準等の規制が強化されることで、
既存の事業に支障が出る可能性があります。

②特別用途地区による緩和

条例により用途規制を強化又は緩和することができます。
用途規制を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要になります。

③地区計画による緩和

特別用途地区と同様に、条例により用途規制を強化又は緩和することができます。
用途規制を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要になります。
（建築の際は市に届け出が必要）

④建築基準法48条ただし書き許可

特定行政庁が許可した場合、特別に立地を認めることができます。
許可する場合には、公開による意見の聴取を行い、かつ建築審査会の同意を得なければなりません。
（1件ごとに申請が必要）

◆規制緩和の手法

7



２．用途規制緩和に関する要望について

◆特別用途地区の事例

・特別用途地区は用途地域指定さ

れているエリアに重ねて指定され、

用途地域の制限だけでは不十分

な場合に、細かい制限の追加や緩

和ができる制度です。

・燕市には燕地区の一部に特別工

業地区として指定された地域があ

ります。

・住居系用途地域である「第一種住

居地域」において、金属工業及び

関連産業の保護及び育成を図るこ

とを目的に本来建築できない工場

についても、小規模なものは建築

できるよう規制を緩和しています。

（昭和49年燕市条例第27号）
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２．用途規制緩和に関する要望について

◆地区計画の事例

・地区計画は、それぞれの地区の特

性に応じたきめ細かい規制を行う

制度です。届出制度の活用により、

制限の実効性が担保されます。

・燕市には吉田地区の一部に地区

計画の指定地域があります。

・住居系用途地域である「第一種中

高層住居専用地域」において、良

好な居住環境の形成を図るため、

建築物の高さ、かき又はさくの構造

などについて、適切な制限を設け

ています。

（平成19年燕市告示第198号）
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２．用途規制緩和に関する要望について

◆48条ただし書き許可の事例

・建築基準法第48条ただし書き許

可では原則、建築することができな

い建築物について、周辺環境を害

するおそれがない又は公益上やむ

を得ないと認めてられる場合に立

地を認めることができる制度です。

・燕市には燕地区の小池工業団地

に「共同展示館つばめ」が許可を

受けていた経緯があり、当該施設

では製造工程の実演や地場産品

の展示・即売及び軽食の提供が行

われていました。

・昭和59年に許可された後、昭和

61年にも変更の許可を受けていま

したが、平成22年12月に閉館して

います。

共同展示館つばめ
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２．用途規制緩和に関する要望について

◆検討の進め方

・既存用途地域の現状整理
・既存用途地域の課題整理
・解決策（制度）抽出 等

庁内検討 計画案作成 決定・承認手続き

・計画書・図面等の作成
・住民説明会の開催
・公告・縦覧 等

・都市計画決定
（都市計画審議会）

国土交通省地方整備局
事前相談

・条例施行（市議会）

・承認申請、大臣承認

・条例原案作成
・条例案の公告・縦覧
・法制担当確認 等

都
市
計
画

手
続
き

条
例
制
定

手
続
き

大
臣
承
認

手
続
き

事前審査

（半年程度） （１年程度） （半年程度）

新潟県 相談 ・ 調整
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